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令和７年度「読書に関する調査」の結果 
                                  令 和 ８ 年 ３ 月  
                                                                 福 島 県 教 育 委 員 会  
【調査結果概要】 

○ 令和７年１１月（高校生のみ１２月）の１か月における本県児童生徒の平均読書冊数は以下の
とおりである。 

  《小学生》 １０．３冊（前年度 １１．６冊）     
《中学生》   ２．５冊（ 〃    ２．７冊） 

   《高校生》    １．２冊（ 〃   １．５冊） 
○ １か月の読書冊数が「０冊」と回答した児童生徒の割合は以下のとおりである。 
  《小学生》   １．７％（前年度  １．６％） 
  《中学生》 １３．３％（ 〃  １２．３％） 
  《高校生》 ４８．１％（ 〃  ４４．４％） 
○ 平均読書冊数の推移は以下のとおりである。 
  《小学生》 平均読書冊数は、平成２２年度以降１０冊以上で推移している。 
  《中学生》 平均読書冊数は、平成２１年度以降２．５冊以上で推移している。 
  《高校生》 平均読書冊数は、平成２１年度以降１．０冊以上で推移している。 
○ 中学生、高校生になると読書冊数が減り、「１ヶ月に１冊も読まなかった」と答えた児童生徒
が増加する傾向が続いている。さらに、不読の理由として、「テレビ、ゲームが楽しい」「スマー
トフォンや携帯などのほうが楽しい」と回答した割合が全体的に高くなっている傾向があること
から、発達段階や児童生徒を取り巻く学習・生活環境の変化に即して、児童生徒が読書の価値を
実感し、生涯に渡って読書に親しめるような指導を展開していくことが求められる。 

○ 「１ヶ月に１冊以上本を読んだ児童生徒」の割合を、全国調査（P3参照）と比較すると、小・
中・高等学校すべてで全国の割合よりも高い。 

１ 調査の概要 
（１）調査の趣旨 

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものに
し、人生をより深く考えるなど、生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものである。 
県教育委員会においては、これまでの施策の成果と課題を踏まえ、令和７年３月に第五次「福島県
子ども読書活動推進計画」を策定し、施策を評価するとともに今後の施策へ生かすため、本県児  
童生徒の読書に関する調査を実施している。 

・第 １ 回調査 ：平成１６年１０月実施 
・第 ２ 回調査 ：平成１８年 ４月実施 
・第 ３ 回調査 ：平成１９年１１月実施（※ 以後、毎年１１月に実施） 
・第２１回調査 ：令和７年１１月実施      

※ 高等学校においては、１２月に同様の調査を実施している。（平成２１年度から実施） 
（２）調査項目 
  ○ 各学年における児童生徒の１か月の読書冊数（学校及び家庭等での読書冊数の合計） 
  ○ 読書しなかった理由に関するもの（最も当てはまるものを１つ選択） 
  ○ 読書したきっかけに関するもの（最も当てはまるものを１つ選択） 
  ○ 本を手に入れた方法に関するもの（最も当てはまるものを１つ選択） 
  ○ 本の媒体に関するもの（最も当てはまるものを１つ選択） 
    ○ その他（第五次「福島県子ども読書活動推進計画」に係る各学校における取組状況について） 
（３）調査対象校及び調査人数について 
  ○ 調査対象校：県内公立小・中学校（義務教育学校を含む。）※ 休校を除く。 
                    全ての県立高等学校 
    ○  調査人数：各学年１学級を選定する。（全ての児童生徒に調査することも可） 
 

小学校 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合 計  

調査人数 8,696 9,216 9,451 9,881 9,954 10,086 57,284 (単位はいずれも人) 

小学校：３７４校（義務教育学校前期課程を含む。） 
 

中学校 １年生 ２年生 ３年生 合 計  高等学校 １年生 ２年生 合 計 

調査人数 7,150 7,113 7,350 21,613  調査人数 2,379 2,405 4,784 

中学校：２０６校（義務教育学校後期課程を含む。） 高等学校：７４校 
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２ １か月の平均読書冊数について（【グラフ１】及び【グラフ２】参照） 

○ 令和７年１１月調査（高校生は１２月調査）における１か月の平均読書冊数は、小学生全体
で１０．３冊（前年度１１．６冊）、中学生全体で２．５冊（前年度２．７冊）、高校生全体で
１．２冊（前年度１．５冊）であった。前年度調査と比較すると、小学生が１．３冊、中学生が
０．２冊、高校生が０．３冊減少している。 

○ １か月の平均読書冊数は、小学校１年生の１４．１冊が最高であり、そこから小・中・高と 
学年が上がるにしたがって減少している。 

○ 小学生全体では「８冊以上」と回答した児童の割合が４６．１％（前年度４９．３％）と高
い。中学校全体では、「１冊」～「３冊」と回答した生徒の割合が６７．２％（前年度
６７．０％）を占めている。高校生全体では「０冊」と回答した生徒の割合が最も高く
４８．１％（前年度４４．４％）である。 

 
 【グラフ１】 

  
【グラフ２】 
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３ １ヶ月の読書冊数が「０冊」の児童生徒について（【グラフ３】及び【グラフ４】参照） 
○ 「０冊」と回答した児童生徒の割合は、小学生が１．７％（前年度１．６％）、中学生が 
１３．３％（前年度１２．３％）、高校生が４８．１％（前年度４４．４％）であり、前年度の
調査と比較すると、小学生は０．１ポイント、中学生は１．０ポイント、高校生は３．７ポイン
ト増加している。 

○ 「０冊」と回答した児童生徒の学年別の割合は、小学校１年生が０．５％（前年度０．４％）
と最も低く、高校２年生が５０．２％（前年度４６．９％）と最も高い。小・中・高と学年が上
がるにつれて「０冊」と回答する割合が高くなる傾向は例年同様である。 

○ 「０冊」と回答した児童生徒の「読まない理由」の上位項目は以下のとおりである。 
 「読まない理由」① 「読まない理由」② 
小 学 生 テレビ・ゲームなどのほうが楽しい 遊ぶほうが楽しい 
中 学 生 勉強・塾・宿題などで忙しい スマートフォン・携帯などのほうが楽しい 
高 校 生 スマートフォン・携帯などのほうが楽しい 部活動等で時間がない 

 ・ 「スマートフォン・携帯などのほうが楽しい」の回答は、中学生で２番目、高校生で最も高
い割合となった。小学生でも１０．８％（前年度８．４％）となっており、全体的に増加して
いる傾向が見られる。 

 ・ 関連して、「『令和６年度青少年のインターネット利用環境実態調査報告書』（令和７年３月）
こども家庭庁」によると、インターネットを利用すると回答した青少年の、平日１日あたり
の趣味・娯楽を目的としたインターネットの利用時間は、小学生が１４３．３分、中学生が
１７９．０分、高校生が２１６．１分となっている。このことも読書量に影響している可能
性が高い。 

 ・ 「本が嫌い」と回答する児童生徒の割合は、学年が上がるにつれて減少しているのに対し、
「読まなくても困らない」と回答する児童生徒の割合は学年が上がるにつれて増加している。 

【グラフ３】 

【グラフ４】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【参考】 第７０回学校読書調査（全国学校図書館協議会実施）の結果 
 ○ 令和７年５月１か月間の平均読書冊数 
   《小学生》１２．１冊 《中学生》 ３．９冊 《高校生》 １．４冊 
 ○ 令和７年５月１か月間の読書冊数「０」と回答した割合 
  《小学生》 ９．６％ 《中学生》２４．２％ 《高校生》５５．７％ 
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４ 「読書のきっかけ」について（【グラフ５】参照） 

○ 小学校では、「学校の図書館で見つけた」と回答した児童の割合が全ての学年において最も高
く、小学生全体では６４．５％（前年度６３．３％）を占める。 

○ 中学校では、「本屋で見つけた」と回答した生徒の割合が全ての学年において最も高く、中学
生全体では３３．５％（前年度３５．６％）を占める。 

○ 高等学校においても中学校と同様の傾向が見られ、「本屋で見つけた」と回答した生徒の割 
合が最も高く、高校生全体では３１．６％（前年度３１．２％）を占める。 

 
 小学校においては特に、学校図書館が児童の読書活動にもたらす影響が大きいといえる。また、
学年が上がるにつれ、「その他」と回答する割合が高くなっている。スマートフォンやタブレット
等の普及により、インターネット上から得た情報がきっかけとなっていることも考えられる。  

 
【グラフ５】 

 
５ 「本を手に入れた方法」について（【グラフ６】参照） 

○ 小学校では、「学校の図書館を利用」と回答した児童の割合が全ての学年において最も高く、 
小学生全体では７３．８％（前年度７３．４％）を占める。続いて「自分で買った」と回答した
児童の割合が１０．５％（前年度１０．９％）となっている。  

○ 中学校では、「自分で買った」と回答した生徒の割合が全ての学年において最も高く、中学生
全体では４９．２％（前年度５１．３％）を占める。続いて「学校の図書館を利用」と回答した
生徒の割合が３１．４％（前年度２９．５％）となっている。 

○ 高等学校においても中学校と同様の傾向が見られ、「自分で買った」と回答した生徒の割合が
全ての学年において最も高く、高校生全体では６０．２％（前年度５６．７％）で、「学校の図
書館を利用」と回答した生徒の割合が２２．１％（前年度２７．８％）となっている。 

○ 高等学校において、「学校の図書館を利用」と回答した生徒の割合が減少していることから、
学校図書館の利用についてさらに推進していく必要がある。 

 
 【グラフ６】 
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６ 「読んだ本の媒体」について（【グラフ７】参照） 
○ 「デジタルの本のほうが多い」と回答した児童生徒の割合は、小学校全体では３．８％（前年
度３．０％）、中学校全体では７．７％（前年度６．６％）、高等学校全体では９．９％（前年度
１２．０％）となっている。「デジタルの本のほうが多い」と回答した割合は、昨年度に比べて、
小学校・中学校では増加しているのに対し、高等学校では減少している。 

○ 「デジタルの本のほうが多い」と回答した児童生徒の学年別の割合は、小学校２年生が
１．８％（前年度２．３％）と最も低く、高等学校１・２年生が９．９％（前年度１１．４％・
１２．６％）と最も高い。小・中・高と学年が上がるにつれて「デジタルの本のほうが多い」と
回答する割合が高くなる傾向が見られる。 

 
スマートフォンや１人１台端末の普及により、電子書籍に触れる機会が少しずつ増えていると

考えられるが、現時点で顕著な変化は感じられない。デジタルネイティブ世代である子どもたち
の中で、紙の本が持つ価値が失われていないことが推察できる。児童生徒を取り巻く情報環境の
変化を踏まえ、今後も調査を継続していく。 

 
 【グラフ７】 

   
７ 第五次「福島県子ども読書活動推進計画」  
○ 各学校における読書活動等への取組状況  

【小学校】 実績値（％） 目標値 

調 査 項 目 ５年度 ６年度 ７年度 11 年度 

①全校一斉の読書活動に取り組んでいる学校の割合 95.6 92.9 94.7  100 

②本を１か月に１冊以上読んだ児童の割合 98.3  98.4  98.3  100 

③学校司書等を週２回以上配置している学校の割合 56.8  56.3  52.4 100 

④読書ボランティアが参画している学校図書館の割合 71.1  72.2  72.5  100 

⑤公立図書館との連携を実施している学校の割合 86.7  85.2  87.2  100 

     

【中学校】 実績値（％） 目標値 

調 査 項 目 ５年度 ６年度 ７年度 11 年度 

①全校一斉の読書活動に取り組んでいる学校の割合 89.4 88.7 92.2 100 

②本を１か月に１冊以上読んだ生徒の割合 87.0  87.7  86.7  100 

③学校司書等を週２回以上配置している学校の割合 47.3  51.7  49.5  100 

④読書ボランティアが参画している学校図書館の割合 17.9  12.8  11.2  100 

⑤公立図書館との連携を実施している学校の割合 47.8  47.3  50.5  100 

     

【高等学校】 実績値（％） 目標値 

調 査 項 目 ５年度 ６年度 ７年度 11 年度 

①全校一斉の読書活動に取り組んでいる学校の割合 31.7 31.3 29.7 100 

②本を１か月に１冊以上読んだ生徒の割合 57.3  55.6  51.9  100 

③学校司書等を週２回以上配置している学校の割合 93.9  97.5  95.9  100 

④読書ボランティアが参画している学校図書館の割合  3.7   3.8   1.4  100 

⑤公立図書館との連携を実施している学校の割合 82.9  80.0  85.1  100 
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【資料編】子どもたちの読書活動を更に推進していくために 
 
  令和７年３月に策定された第五次「福島県子ども読書活動推進計画」（以下「第五次計画」という。）

に基づき、学校、家庭、地域における子どもの読書活動の推進が一層進み、一定の成果が見られてい

る。その一方で中学生や高校生のいわゆる読書離れは変わらない状況であり、読書習慣の形成が引き

続き課題となっている。 
 第五次計画では、「ふくしまの未来をひらく 読書の力」を基本理念（スローガン）に掲げ、第四

次計画に引き続き、基本方針１「子どもが読書に親しむ機会の充実のために」、基本方針２「子ども

の読書環境の整備と充実のために」、基本方針３「子どもの読書活動についての理解の促進のために」

の３つを基本方針としている。学校、家庭、地域でこれらの方針を共有し、それぞれの役割を果たし

ながら相互に連携・協働していくことが必要である。 
 
１ 基本方針１「子どもが読書に親しむ機会の充実のために」 
 ◎ 小学校・中学校・高等学校における読書活動の推進  
  （１）読書活動の充実（読書センターとしての機能）  
       ○ 朝読書等の全校一斉の読書活動の設定・継続を図ることにより、読書習慣の定着を促進

する。 
       ○  子どもが主体となって実施する活動や協働的な活動を推進する。 
     → 読書会（ビブリオバトル）、子ども司書、図書委員、新聞コーナーの設置等 

○ 読書習慣の形成に向けて、発達段階ごとの効果的な取組を推進する。 
（小学生期）多くの本を読んだり、読書の幅を広げたりする読書等 
（中学生期）内容に共感したり、自己の将来に役立てたりする読書等 
（高校生期）知的興味に応じ、一層幅広く、多様な読書等 

     ○ 学校図書館が読書活動の拠点となるような環境整備の充実を図る。 
→ 各種コンクール優秀作品の紹介、○○コーナーの設置、定期的な内容の更新等 

  《参考》全校一斉の読書活動実施状況（複数回答可）  
  ※ 以下、表中の数値は％。複数回答可のため、調査項目については合計が100％とならない。 

選 択 肢 
 

小 中 高 
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ 

◎ 実施あり 92.9 94.7 88.7 92.2 31.3 29.7 
ア 始業前 88.6 89.5 97.8 97.9 96.0 95.5 
イ 授業中 2.8 2.8 2.2 4.2 12.0 4.5 
ウ 昼休み・放課後 9.4 10.7 1.1 1.6 0.0 0.0 
エ その他 10.0 9.3 2.8 2.6 20.0 13.6 

  
 《参考》多様な読書活動の実施状況について（複数回答可）                             

選 択 肢 
 

小 中 高 
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ 

◎ 実施あり 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 
ア 図書の読み聞かせ・ブックトーク 95.5 94.7 33.0 31.9 17.5 18.9 
イ 読書感想文コンクールの実施 73.3 74.1 70.0 75.5 45.0 32.4 
ウ 必読書・推薦図書コーナーの設置 86.2 85.3 77.8 81.4 83.8 94.6 
エ 目標とする読書量の設定 51.9 51.1 22.2 18.1 6.3 5.4 
オ その他 30.4 32.1 25.6 32.8 63.8 63.5 

 
  （２）学校図書館を活用した学習活動の充実（学習・情報センターとしての機能） 
       ○ 各教科等の学習において、記録、説明、批評、レポート、プレゼンテーション作成等の

言語活動の充実に資するよう、学校図書館を効果的に活用する。 
    ○ 調べ学習（探究的な学習活動）等での学校図書館の活用促進を図る。 
    ○ 司書教諭や学校司書との連携による授業のねらいに沿った資料の整備、充実を図る。 
    ○ 主体的・対話的で深い学びを効果的に進める基盤として機能するよう図書資料、視聴覚

資料、情報機器等の整備・充実を図る。 
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  （３）校内推進体制の確立 
       ○ 全ての教育活動において学校図書館の計画的な活用が

     図られるよう、学校図書館を活用した学習活動の年間指

     導計画を作成する。 
       ○ 司書教諭や学校司書、教員が連携し、保護者や読書ボ

ランティア等の協力を得ながら、学校全体で読書活動を

推進できる体制の整備を行う。 
    ○ 教員、学校司書を対象とした研修会の充実を図る。 
 
２ 基本方針２「子どもの読書環境の整備と充実のために」 
 ◎ 学校図書館の整備・充実 
  （１） 第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」（令和４年度からの５年間 文部科学省）の

更なる推進 
       ① 学校図書館図書の整備 
         ・ 学校図書館の館長の役割も担っている校長のリーダーシップのもと、図書の現状把握

を行い、図書の選定、廃棄・更新が適切に行われるよう、図書選定を行うための校内組

織の設置、選定基準及び廃棄基準の策定に努める必要がある。           
 学校図書館図書の整備     
  各学校における学校図書館図書標準達成を目指すための新たな図書の整備に加え、児

童生徒が正しい情報に触れる環境整備等の観点から、図書の廃棄・更新を進めるための

選定基準・廃棄基準を策定し、古くなった本を新しく買い替えることを促進します。 
 ※ 学校図書館図書標準１００％達成を目標 

予算措置：単年度１９９億円（５年間計９９５億円） 
     ・ 蔵書の管理には、一貫性と統一性が保たれ、蔵書の点検・評価が行われなければなら

ない。購入する本を選定する際と同様に廃棄する本を選定する際にも、個人的な見解に

よることなく客観性のある成文化した規準に基づいて行われる必要がある。全国学校図

書館協議会が制定している「学校図書館図書廃棄規準」（２０２１年１２月１日改訂）

等が参考になる。 
     ・ 小学校における外国語教育、特別支援教育や外国人児童生徒への対応、主権者教育の

推進など新たなニーズに応えられる図書館資料の整備という観点での更新も必要であ

る。 
     ② 学校図書館への新聞配備 
         ・ 学校図書館への新聞複数紙配備に努める。全国紙・地方紙以外にも、小学生新聞・中

高生新聞・専門紙・英字新聞等の配備が想定される。 
 学校図書館への新聞配備      
  選挙権年齢の１８歳以上への引下げや、成年年齢の１８歳への引下げに伴い、児童生

徒が主体的に主権者として必要な資質・能力を身に付けることの重要性に鑑み、発達段

階に応じた学校図書館への新聞の複数紙配備を図ります。 
 ※ 小学校等２紙、中学校等３紙、高等学校等５紙を目標 

予算措置：単年度３８億円（５年間計１９０億円） 
③ 学校司書の配置 

         ・ 学校司書の専門性等が一層発揮できるよう、学校司書が継続的

・安定的に職務に従事できる環境への配慮の上、司書教諭の授業

負担の軽減と併せて、学校図書館の人的整備の拡充を図ることが

求められている。市町村教育委員会においては第６次「学校図書

館図書整備等５か年計画」により地方財政措置が講じられている

ことを踏まえ、学校図書館の現状把握と、それに基づく適切な予 
算措置を行い、学校司書の配置を計画的に進めることが望まれる。 

 学校司書の配置      
  学校図書館の日常の運営・管理や、学校図書館を活用した教育活動の支援等を行う、

 専門的な知識・技能をもった学校司書の更なる配置拡充を図ります。 
予算措置：単年度約２４３億円（５年間計約１，２１５億円） 

 ※ 小・中学校等のおおむね１．３校に１名配置（将来的には１校に１名配置を目指す） 
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        ※ 地方財政措置は、使途を特定しない一般財源として措置されている。したがって、各

市町村等において、予算化が図られることによって、はじめて図書や新聞の購入費、学

校司書の配置のための費用に充てられることになる。 
        ※ 平成２６年６月の学校図書館法の改正により、学校図書館の運営の改善・向上を図り、

児童生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、学校司書を置く

よう努めるものとされ、学校司書の学校図書館への配置拡充が必要である。福島県にお

いては、学校司書等を配置する小・中学校が増加しており、その必要性が強く認識され

ているが、全体の約８割が非常勤の学校司書等となっている。学校図書館の運営の改善

・向上を図り、児童生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、

学校司書の配置拡充（配置日数・時数の改善等を含む。）が引き続き求められる。 
  《参考》学校司書等の配置状況 

                 選 択 肢                   
 

小 中 高 
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ 

 ◎  配置あり 85.4 85.8 84.7 86.9 97.5 95.9 
 ア  常勤 5.0 12.1 5.8 10.6 74.4 77.5 
 イ  非常勤 95.0 87.9 94.2 89.4 25.6 22.5 

 
  《参考》学校司書等の各学校における週あたりの勤務状況について                             

選 択 肢 
 

小 中 高 
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ 

ア １回未満 11.1 8.7 11.0 8.4 0 0 
イ １回 24.5 30.2 29.1 34.6 0 0 
ウ ２回 34.7 28.3 32.0 33.5 0 1.4 
エ ３回 16.7 18.1 16.9 10.6 0 0 
オ ４回 1.5 1.9 2.3 1.7 25.6 23.9 
カ ５回 13.0 12.8 9.9 11.2 74.4 74.6 

 
 （２） その他 
   ① 学校図書館の情報化・機能の充実 
        ・ 学校図書館蔵書のデータベース化、学校図書館のインターネット接続環境等 

の様々な情報資源にアクセスできる環境の整備、公立図書館等とのネットワー 
クの構築を図る。 

・ 学校図書館の図書資料や新聞を活用した授業づくりの実践例を参照する。 
・ 学校図書館でも、１人１台端末を効果的に活用できるようにする。 

   ② 連携・協力体制の構築 
    ・ 子どもの読書活動に関わる関係機関、各種団体等が情報を共有し、互いに連携協力して

いく体制づくりを強化する。 
  《参考》公立図書館との連携状況（複数回答可） 

選 択 肢 
 

小 中 高 
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ 

◎ 実施あり 85.2 87.2 47.3 50.5 80.0 85.1 
ア 公立図書館資料の学校への貸し出し 85.4 86.2 77.1 69.2 93.8 92.1 
イ 公立図書館との定期的な連絡会の実施 16.5 16.6 21.9 22.1 0.0 0.0 
ウ 公立図書館司書等による学校への訪問 21.4 22.4 27.1 29.8 0.0 1.6 
エ 
 

公立図書館との資料情報ネットワークシステ

ムの構築 
15.8 

 
22.4 

 
20.8 

 
31.7 

 
10.9 

 
12.7 

 
オ その他 15.8 17.5 8.3 22.1 26.6 34.9 

    

③ 効果的な学校図書館の運営と特色ある環境づくり 
        ◇ 図書委員会、子ども司書等の児童生徒の活動を活用した学校図書館運営  
         ・ ポスターづくりや読書クイズ、お薦めの本の紹介、読み聞かせ会等のイベントの実施

や新刊本の受け入れ活動、図書の修理等、子どもたちによる自主的な図書館運営を進め

る。 
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       ◇ 学校図書館における多様な読書ボランティアの活用  
         ・ 定期的な読み聞かせや本の修理、書架の整理、掲示や展示の環境づくり等、保護者や

地域と連携した多様な読書ボランティアの活用を推進する。 
         ・ 読書ボランティアの活用は、主に小学校において進んでおり、特

      に「読み聞かせ」による支援が多い。小学校高学年や中学生、高校

      生においては、ボランティアを活用するだけでなく、自らがボラン

      ティアとして小学生等に読み聞かせをする等、多様な読書ボランテ

      ィアの在り方を広げていく。 
  《参考》ボランティアの活用状況（複数回答可）                            

選 択 肢 
 

小 中 高 
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ６ Ｒ７ 

◎ 実施あり 72.2 72.5 12.8 11.2 3.8 1.4 
ア 
 

配架や貸出・返却業務等図書館サービスに係

る支援 
20.9 

 
19.2 

 
30.8 

 
30.4 

 
0.0 

 
0.0 

 
イ 
 

学校図書館の書架見出し、飾り付け、図書の

修繕等の整備に係る支援 
44.3 

 
43.2 

 
53.8 

 
34.8 

 
0.0 

 
0.0 

 
ウ 読み聞かせ、ブックトーク等読書活動の支援 93.4 93.4 61.5 52.2 66.7 100.0 
エ 学校図書館の地域開放の支援 1.8 1.8 7.7 4.3 0.0 0.0 
オ その他 2.6 2.6 3.8 4.3 0.0 0.0 

        ◇ 心の居場所としての機能の充実 
         ・ 学校図書館を、子どもが安心して自由に読書ができる、自分だけ 

の時間を過ごすことができる、更には、異学年との関わりをもつこ 
とができる校内の心の居場所としたい。いつでも開いている図書館、 
本や読書を介して学校司書等にいつでも話や相談ができる図書館の 
実現を目指す。 
 

 《参考》不登校支援の場としての学校図書館（例） 
   義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針 
                    （平成２９年３月３１日文部科学大臣決定） 
 ２．不登校児童生徒に対する教育機会の確保等に関する事項 
 （２）不登校児童生徒に対する効果的な支援の推進 
  ① 個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進 
  （ウ）登校時における支援 
    不登校児童生徒が自らの意思で登校してきた場合は、温かい雰囲気で迎え入れられる 
   よう配慮するとともに、保健室、相談室や学校図書館等も活用しつつ、安心して学校生 
   活を送ることができるよう児童生徒の個別の状況に応じた支援を推進する。 
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３ 基本方針３「子どもの読書活動についての理解の促進のために」 
 ◎ 推進のための普及や啓発 
    ・ 「子ども読書の日（４月２３日）」、「こどもの読書週間（４月２３日～５月１２日）」、

「読書週間（１０月２７日～１１月９日）」の機会を捉え、各種通信や学校ホームページ等、

広報媒体により読書活動に関する取組を家庭や地域に発信する等、普及や啓発に努める。 
 
 《２０２６年読書週間について》 
  ○ 第６８回「こどもの読書週間」４月２３日（木）～５月１２日（火）  
    標語「ことばがきみのはねになる」 
  ○ 第８０回「読書週間」１０月２７日（火）～１１月９日（月）      
        標語「静かだけど、冒険中。」 
 

 
 《参考資料・出典等》 
  【文部科学省】 
   ①図書館実践事例集～主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～（学校図書館） 
       【URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/mext_00768.html】 
   ②図書館の取組事例・学校図書館の取組事例 
    【URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00646.html】 
   ③第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」（令和４年１月） 
    【URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/mext_01751.html】 
      ④第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について（令和５年３月） 
    【URL:https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00072.html】 
  【公益社団法人全国学校図書館協議会】 
   ⑤公益社団法人全国学校図書館協議会ＨＰ 
    【URL:https://www.j-sla.or.jp】 
   ⑥「学校図書館図書廃棄規準」（令和３年１２月１日改訂） 
    【URL:https://www.j-sla.or.jp/pdfs/20211201haikikijun.pdf】 
   ・「学校図書館」（令和７年４月号～令和８年３月号） 
  【公益社団法人読書推進運動協議会】 
   ⑦公益社団法人読書推進運動協議会ＨＰ 
    【URL:http://www.dokusyo.or.jp/index.htm】 
  【福島県教育委員会】 
   ⑧第五次「福島県子ども読書活動推進計画」（令和７年３月） 
    【URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/677671.pdf】 
       
 
     ①        ②       ③ 
 
 
 
 
 
     ④        ⑤       ⑥ 
 
 
 
 
 
     ⑦       ⑧        

 

 


